
180日を越える入院に関する事項について

入院期間が180日を越える入院については、厚生労働大臣

が定める状態にある患者さんを除きまして、別途料金が必要

となります。

「1日につき 2,780円（消費税含む）」

ご不明な点は、入院受付までお問い合わせください。
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